
精神障害者の相談援助を職務とする精神保健福祉士（ＰＳＷ）の団体である、社団法人精

神保健福祉士協会（ＰＳＷ協会）は、標記のシンポジウムを開催した。これは、ＰＳＷ協会

が、精神障害者の生活支援と権利擁護に関する普及啓発事業の一環として、東京、札幌、福

岡の全国３会場で順次開催したものである。

筆者は、２月１９日に開催された東京都会場でのシンポジウムと講演を聴講したので、その

一部を報告するとともに、精神保健福祉の観点から、障害者権利条約批准への道のりを考え

てみたい。なお、文中、意見の部分は私見である。

〈シンポジウム〉

１．ＰＳＷ協会における権利擁護の方向

最初に、主催者団体であるＰＳＷ協会権利擁護委員である金成透氏より、同協会における

権利擁護の議論や事業の経緯が報告された。福祉の現場、ことに精神障害者については密室

性が高いことから、数多くの権利侵害が発生し、ときには権利を守るべき援助者による権利

侵害さえも起こってきたこと、また、無意識下の権利侵害にも留意すべきと、注意を促した。

また、本年２月に発刊された�みんなで考える精神障害と権利�が当日参加者に配布され
た（精神障害や福祉について一般市民に分かりやすく書かれた冊子であり、ＰＳＷ協会のホ

ームページからもダウンロードできる）。ところで、社会福祉士と同様の福祉士であるＰＳ

Ｗ協会も、長い議論を経て成年後見活動への取組を開始し、�認定成年後見人ネットワーク
クローバー�を立ち上げ、成年後見人等の養成、推薦を行っている。

２．障害者の生活支援と権利擁護

日本社会福祉士会で成年後見委員長を勤める星野美子氏が登壇し、成年後見の視点から発

表を行った。星野氏は、福祉の専門家が成年後見人等となった場合の立ち位置について議論

を進めた。後見制度の利用実体は後見類型が８割で、本来は本人の自己決定をより尊重すべ

き保佐・補助がもっと利用されるべきである、また高齢者の利用が８割で、精神・知的障害

者が地域生活を送ることにはほとんど利用されていない、さらに親族や関係者の相談は多い

が、本当の本人の姿が見えず、声が聞こえてこないことが多いこと等を指摘した。専門職と

して、制度を活用することが目的になっているのであれば誤りで、制度利用は手段であるが、
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実際にはそのようには使われていないのではないか。同氏の念頭には、昨年１０月に開催され

た成年後見法世界会議での�横浜宣言（注１）�と�障害者権利条約�がある。成年後見制
度は権利を制限する一面もある制度であること、保護の形態は定期的に見直されるべきであ

ること、等が強調された。また、横浜宣言の考え方と、家庭裁判所の事務運用は対極にある

との警鐘が発せられた。最後に、被後見人等が、�あなたにお任せします�と言うことがあ
るが、これは信頼の言葉ではなく諦めの言葉であり、�管理�を認容する言葉である。これ
は本来誤りであって、本人が、自らの力で生活できるような関係性作りが必要であると強く

訴えた。

３．地域における福祉と医療

次に、全国�精神病�者集団運営委員で、障がい者制度改革推進会議構成委員でもある関
口明彦氏から報告があった。同氏は、広い意味での福祉と医療について、（精神障害者につ

いては両方が必要なのであるが）健全で強力な福祉的モデルを育成して生活支援を行い、そ

の中の一部として医療的ケアを位置づけるべきで、契約に基づく自発的な入院については自

立支援医療とし、契約に基づかない非自発的なものは公費で負担すべしと主張する。また、

後見制度についていえば、保佐や補助の適用を求めて申立てたにもかかわらず、家庭裁判所

が�勝手に�後見を適用する例があるとし、問題ではないかと指摘した。

４．障害者権利条約と地域自立生活移行

最後に、身体障害者の立場から、ＮＰＯ法人ＤＰＩ日本会議事務局長で、障がい者制度改

革推進会議構成委員でもある尾上浩二氏の発表があった。脳性麻痺をもつ同氏は長い施設生

活を経験し、同氏の言葉によれば典型的な医療モデルでの暮らしであったが、ついに自立生

活を実現した。同氏の悲惨ともいえる経験談は、身体障害者においてもサービス提供者から

権利侵害を受けてきたことの証言である。そして、同氏の意志は、障害者権利条約に収斂す

る。同条約第１９条１は、�障害者が、他の者と平等に、居住地を選択し、及びどこで誰と生
活するかを選択する機会を有すること並びに特定の居住施設で生活する義務を負わないこと。

（注２）�と規定するが、社会的入院・入所は明らかな差別である。
わが国の障害者の置かれた状況と、権利条約の示す理念には遠い距離があるが、行政や社

会に訴え、法制度を整え、社会資源を充実させ、一歩一歩の歩みを進めなければならないと

思ったしだいである。

〈講演〉障がい者権利条約の批准に向けて ～国内法の改正・整備～

講演者は、障がい者制度改革推進会議構成委員であり、�医療�合同作業チーム座長でも
ある前千葉県知事の堂本暁子氏である。

若き日のジャーナリスト時代の経験から語り始めた堂本氏は、あるとき、イギリス人記者

から、日本のマスコミが精神障害者の差別を作っている、人権の視点から精神障害者を取り
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上げたことがあるのかと指摘され、障害者の味方のつもりであった同氏は、水を浴びた思い

であったと語った。このことが機縁となり�人間らしく生きたい�という報道特集を作った。
その後、県知事などを経験して長期間精神障害者に関わることが少なくなっていたが、そ

の間、世界は大きく変わったにもかかわらず、日本は変わらなかったと指摘する。ことに、

精神科医療を民間任せにしてきたことに国策上の間違いがあると指摘した。

次いで、障害者制度改革推進本部における議論の流れが紹介され、日本における初の当事

者参加の会議であることが強調された。ここでの基本姿勢は、�精神障害者の非自発的な入
院や身体拘束は人権上の問題があるとの視点に立ち、障害者の医療に関連する現行法体系を

抜本的に改正する�ことである。推進会議の考え方を何に反映させるか、それは、障害者差
別禁止法を作ること、総合福祉法の制定、そして障害者基本法の改正である。

推進本部は、昨年１２月２２日に�障害者制度改革の推進のための第二次意見書�をとりまと
めた。その主要な項目は、・精神障害者の社会的な入院を解消し、強制的措置を可能な限り

なくす・非自発的入院に際しては、基本的人権の尊重の観点に基づき、障害のない人との平

等を基礎とした実効性のある適正手続を保証する・そのため現行制度を大幅に見直し、新た

な仕組みを構築する・精神科疾患の入院ニーズを精査し、国並びに都道府県は精神科病床の

削減計画を立て、必要最低限の入院医療の短期かつ質の高い医療体制と、外来・往診等地域

での医療体制を強化するための規定を設ける、等である。堂本氏は、今こそ精神障害者の地

域移行を実現する時であり、地域での生活を保証できる専門職こそがＰＳＷであると、会場

に熱くそして強くアピールした。

ところで、本年２月１５日に公表された、�第１２回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会�
の厚生労働省のコメントは、前述の�第二次意見�に対してはゼロ回答であり、具体的な改
善項目がなかった。精神障害者制度改革はまたもや瀬戸際に立たされている。堂本氏は、今

こそ、当事者や家族、関係者が、人権的視点から精神障害者問題を見直すこと、医療モデル

から社会モデルへの転換・移行を実現すること、情報を共有・伝達し、改革を実現するため

に行動を起こし、世論を喚起すること等を熱く、強く訴えた。

障害者権利条約は２００６年１２月に国連で採択され、２００７年９月には日本政府が署名した。２０１０

年１０月２３日現在、世界の９５か国が批准している。わが国の政府も批准に向けた方向を示して

はいるが、未だ批准には至っていない。その前提としての国内法の整備も、障害者基本法の

改正についても先に述べたとおりであり、障害者差別禁止法も未だ成立の見通しがない。成

年後見制度も施行後１１年が経過したが、この間にあぶり出された多くの課題、例えば、類型

を３種に固定すること、権利を包括的に奪ってしまうこと、保護者問題などは、この障害者

権利条約の観点から見ると、その理念において抵触することが多い。権利擁護を標榜する司

法書士は、成年後見という職域を得て社会から評価を受けてきたと同時に、その問題も強く

認識している。今後の改善提言等においては、障害者権利条約と、その理念を承認して発表

された�横浜宣言�を強く意識して行動を起こすべきと考える。
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リーガルサポート会員数５，４７５名 ／ 全国司法書士会員数２０，３１３名 入会率２７％
支部別 会員数及び入会率一覧表 平成２３年４月１日現在

支部名
司法書士 司法書士法人

支部名
司法書士 司法書士法人

ＬＳ 司法書士会 入会率 ＬＳ 司法書士会 入会率 ＬＳ 司法書士会 入会率 ＬＳ 司法書士会 入会率
札 幌 １５３ ４２９ ３６% ０ ７ ０% 石 川 県 ６６ １８９ ３５% ０ ０ ０%
函 館 ８ ５０ １６% ０ １ ０% 富 山 県 ４１ １６６ ２５% ０ １ ０%
旭 川 ２９ ７０ ４１% ０ ０ ０% 大 阪 ４０５ ２，２０３ １８% ５ ６３ ８%
釧 路 ２１ ８１ ２６% ０ １ ０% 京 都 １５１ ５１０ ３０% ２ １２ １７%
宮 城 ８６ ２９５ ２９% １ ３ ３３% 兵 庫 ２６３ ９５７ ２７% ０ １４ ０%
ふくしま ７６ ２８１ ２７% ０ ３ ０% 奈 良 ４９ ２０６ ２４% ０ １ ０%
山 形 ５３ １６０ ３３% ０ ０ ０% 滋 賀 ５２ ２０９ ２５% ０ ４ ０%
岩 手 ４１ １５６ ２６% １ ２ ５０% 和 歌 山 ３５ １５３ ２３% ０ ０ ０%
秋 田 ４６ １２３ ３７% ０ １ ０% 広 島 １４７ ４７７ ３１% ５ １１ ４５%
青 森 ２７ １３５ ２０% ０ ２ ０% 山 口 ６０ ２４０ ２５% １ ３ ３３%
東 京 ８５２ ３，３４３ ２５% １３ １０６ １２% 岡 山 県 １０６ ３３８ ３１% ０ １１ ０%
神奈川県 ２９１ ９７０ ３０% ２ ３７ ５% 鳥 取 ３４ １０７ ３２% ０ １ ０%
埼 玉 １９４ ７９２ ２４% １ １１ ９% し ま ね １７ １２４ １４% ０ ０ ０%
千 葉 県 １４２ ６４７ ２２% １ ２４ ４% 香 川 県 ５０ １７０ ２９% ０ １ ０%
茨 城 ７９ ２９８ ２７% ０ ３ ０% 徳 島 ４２ １４３ ２９% １ ２ ５０%
と ち ぎ ５７ ２１６ ２６% ０ １ ０% 高 知 ４０ １１９ ３４% ０ ２ ０%
群 馬 １０４ ２９３ ３５% ０ ２ ０% え ひ め ６５ ２４４ ２７% １ １ １００%
静 岡 １４９ ４４６ ３３% ０ １０ ０% 福 岡 ３２７ ８５６ ３８% ０ １６ ０%
山 梨 ４２ １２９ ３３% ０ １ ０% 佐 賀 ４４ １２０ ３７% ０ ７ ０%
な が の ９０ ３６３ ２５% ０ １ ０% 長 崎 ６７ １５７ ４３% ０ ２ ０%
新 潟 県 ７８ ２９７ ２６% ０ ９ ０% 大 分 ４５ １６６ ２７% ０ ３ ０%
愛 知 ２３１ １，１３４ ２０% １ ２７ ４% 熊 本 １１０ ３１４ ３５% ４ ７ ５７%
三 重 ７０ ２６６ ２６% ０ ３ ０% 鹿 児 島 １０７ ３０２ ３５% ０ ５ ０%
岐 阜 県 １０４ ３５６ ２９% ２ ６ ３３% 宮 崎 県 ４５ １７０ ２６% １ ３ ３３%
福 井 県 ４４ １３３ ３３% １ １ １００% 沖 縄 ４０ ２１０ １９% ０ ２ ０%

合 計 ５，４７５２０，３１３ ２７% ４３ ４３４ １０%

（注１）２０１０年成年後見法世界会議については、�実践成年後見�３６号に特集がある。
（注２）障害者権利条約の訳文については、政府仮訳を採用した。
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